
武蔵野市第六期長期計画・第二次調整計画策定委員会（第１回） 

 

■日時 令和６年７月 25日（木）午後６時～午後８時 19分 

■場所 武蔵野市役所西棟４階 412会議室 

出席委員：岡部委員、木下委員、久留委員、古賀委員、鈴木委員、中村委員、吉田委員、

伊藤委員、荻野委員 

欠席委員：箕輪委員 

 

１．開   会 

○企画調整課長 定刻となりましたので、ただいまより第１回第六期長期計画・第二次調

整計画策定委員会を開催したいと思います。 

 今日、久留委員が少し遅れるということで、今、向かっていらっしゃるところでござい

ます。鈴木委員に関しましては数日前に若干体調不良がありまして、本日、急遽 Zoom で

の参加という形になります。今、連絡している状況でございます。もうしばらくしたら入

室いただけるんじゃないかと思ってございますので、始めさせていただきます。 

 本日は大変お忙しい中、また、暑い中、ご出席を賜りましてありがとうございます。初

回ですので、正副委員長が決定するまで、司会進行を務めさせていただきます企画調整課

長の齋藤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 この会議はペーパーレスで行っております。グーグル共通フォルダーに本日第１回の資

料一式を保存してございますので、そちらの次第をお開きいただければと思います。 

 

２．委嘱状交付 

○企画調整課長 ２「委嘱状交付」でございます。こちらにつきましては、大変申しわけ

ございませんが、時間の都合上、本日は机上配付とさせていただいておりますので、ご容

赦ください。 

 交付にあたりまして、小美濃市長よりご挨拶をいただきたいと思います。小美濃市長、

よろしくお願いいたします。 

○小美濃市長 こんばんは。市長の小美濃でございます。このたびは第六期長期計画・調

整計画の策定に引き続きまして、第二次調整計画の策定に携わっていただき、感謝を申し

上げる次第でございます。本日は時間の都合上、失礼ながら委嘱状は机上配付という形を
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とらせていただいたところでございますが、公約に関わる部分にテーマを絞った、これま

でにはない形での策定をお願いすることになります。後ほど諮問の際に改めてご挨拶を申

し上げさせていただきますが、本日から来年の１月までの約半年間、策定委員会や市民の

皆様との意見交換など様々なところでお世話になりたい、このように思っている次第でご

ざいます。ご協力のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

３．事務局紹介 

○企画調整課長 続きまして、次第の３、事務局側の自己紹介をさせていただきます。本

日はテーマに関係する部課長及びワーキングも参加してございますので、順番にご挨拶申

し上げます。 

 改めまして、私は企画調整課長の齋藤でございます。来年１月まで約半年間、様々お世

話になろうかと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○総合政策部長 総合政策部長の吉清です。前回に引き続き、よろしくお願いいたします。 

○都市機能再構築担当課長 資産活用課都市機能再構築担当課長をしております射場と申

します。よろしくお願いいたします。 

○まちづくり調整担当部長 都市整備部のまちづくり調整担当部長の髙橋です。よろしく

お願いいたします。 

○相談支援担当課長 高齢者支援課相談支援担当課長の長坂と申します。よろしくお願い

いたします。 

○健康福祉部長 健康福祉部長、山田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○市民部長兼交流事業担当部長 市民部長兼交流事業担当部長の田川と申します。よろし

くお願いいたします。 

○産業振興課長 市民部産業振興課長の小池でございます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○まちづくり推進課長 都市整備部まちづくり推進課、滝沢と申します。どうぞよろしく

お願いいたします。 

○吉祥寺まちづくり事務所長 吉祥寺まちづくり事務所長の中迫です。よろしくお願いい

たします。 

○子ども家庭部長兼健康福祉部母子保健担当部長 子ども家庭部長兼健康福祉部母子保健

担当部長の勝又です。よろしくお願いいたします。 
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○子ども家庭支援センター担当課長 子ども家庭部子ども子育て支援課子ども家庭支援セ

ンター担当課長、石川です。よろしくお願いいたします。 

○教育部長 教育部長の真柳です。よろしくお願いします。 

○教育企画課長 教育企画課長の牛込です。よろしくお願いいたします。 

○指導課長 指導課長の荒井でございます。よろしくお願いします。 

○学校施設担当課長 学校施設担当課長、田中丸といいます。よろしくお願いします。 

○地域保健調整担当課長 健康課地域保健調整担当課長の寺井と申します。よろしくお願

いいたします。 

○児童青少年課長 児童青少年課長の岡と申します。よろしくお願いします。 

○交通企画課長 都市整備部交通企画課の澤田と申します。よろしくお願いいたします。 

○市民活動推進課長 市民部市民活動推進課長の馬場でございます。よろしくお願いしま

す。 

○市民活動担当部長 市民活動担当部長の毛利です。よろしくお願いいたします。 

○ワーキング（大橋） 高齢者支援課管理係の大橋と申します。よろしくお願いいたしま

す。 

○ワーキング（鈴木） 教育企画課学校改築係の鈴木と申します。よろしくお願いします。 

○ワーキング（増田） 資産活用課の増田と申します。よろしくお願いいたします。 

○ワーキング（井上） 資産活用課、井上と申します。よろしくお願いいたします。 

○企画調整課長 最後に、企画調整課のメンバーをご紹介させていただきます。 

 まず、課長補佐の佐々木と齊藤です。 

 主査職の秦野です。 

 主任職で、中野、安永、杉山でございます。 

 もう１人、現在、傍聴対応で部屋にはおりませんが、昨年もおりました君塚でございま

す。 

 以上でございます。 

 なお、今回の第二次調整計画の体制につきましては、本日の配布資料７、３枚目にテー

マ別の体制表をつけてございますので、ご参照ください。次回以降、テーマごとのご質問

等に対しまして、各担当の部課長よりご回答させていただく機会もあろうかと思いますの

で、どうぞよろしくお願いします。 

 事務局の自己紹介は以上でございます。 
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４．議   事 

 （１）委員長、副委員長選出 

○企画調整課長 続きまして、議事に入らせていただきます。 

 (１)「委員長、副委員長選出」でございます。 

 委員長、副委員長につきましては、武蔵野市長期計画条例施行規則第６条第２項の規定

により、委員の互選により定めることになってございます。 

 まず、委員長の選出でございますが、ご意見等ある方は挙手をお願いします。 

○伊藤委員 委員長には、大ベテランの岡部先生にお願いしたいと思います。 

○企画調整課長 ただいま岡部委員を委員長にというご発言がございましたが、いかがで

しょうか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○企画調整課長 それでは、拍手をもって承認ということでお願いします。 

     〔拍  手〕 

○企画調整課長 それでは、岡部委員長、一言ご挨拶をお願いします。 

○委員長 今、委員長に指名されました岡部と申します。私は 2001 年から武蔵野市に住

んでおりまして、ジャンボリー歴 20 年以上で、第三中学校の開かれた学校づくり協議会

も一時期、現市長とも一緒にやっていたこともあるぐらい、かなり長いこと務めておりま

す。ここには、六長から関わらせていただきまして、専門は行政とは全く違うのですが、

デジタル化の推進を一生懸命、声高に主張しつつ、実際の仕事は、「緑・環境」の分野を

担当してきました。今回参加している委員の方々は、皆さん経験者ですので、委員の先生

方のサポートを受けながら進めていければと思っております。どうぞよろしくお願いしま

す。 

○企画調整課長 続きまして、副委員長の選出です。 

 副委員長は岡部委員長からご推薦いただくということでよろしいでしょうか。 

○委員長 中村委員を指名させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

○企画調整課長 今、岡部委員長より中村委員を副委員長にご指名ということで、皆様、

よろしいでしょうか。拍手をもって承認をお願いいたします。 

     〔拍  手〕 

○企画調整課長 それでは、中村副委員長、一言ご挨拶をお願いします。 

○副委員長 今、ご選任いただきました中村でございます。今まで行財政分野を担当させ
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ていただいておりました。また、行財政は横串を刺すところでございますので、いろんな

方にご議論とかご意見とかを頂戴しながら、また学んでまいりたいと思います。よろしく

ご指導いただきますようお願いいたします。 

○企画調整課長 それでは、これからの進行につきまして、岡部委員長にお願いいたしま

す。 

 なお、正副委員長のお席のご移動に関しましては、市長の諮問後とさせていただきます

ので、ご了承ください。 

 それでは、岡部委員長、議事の（２）からよろしくお願いいたします。 

 

 （２）策定委員会の公開について 

○委員長 まず、（２）「策定委員会の公開について」。事務局に説明をお願いします。 

○企画調整課長 それでは、策定委員会の公開や議事録の扱いなどについてご説明させて

いただきます。 

 傍聴につきましては、本日の資料２の「傍聴要領（案）」にまとめてございます。内容

につきましては、六長調のときと同じですが、詳細の説明は割愛させていただきます。本

日の第１回は会場にお越しの通常の傍聴とオンライン傍聴について市報等で周知をしてい

るところでございます。傍聴につきましては、ご異議がなければ、このご説明の後に、委

員長の発令で会場への入室とオンラインの配信を開始させていただきたいと思います。 

 次に、議事録の公開についてです。 

 六長調の際は議事要録で行っており、公開までかなりの時間を要してございました。六

長調の際に、委員より、もっと早く公開すべきというご意見もございましたし、また、こ

の二次調は策定期間が短いことも踏まえまして、分量が多くなりますが、全文録を作成し、

発言内容のご確認をいただいたうえで、速やかにホームページに公開してまいりたいと思

います。 

 最後に、本日の配布資料１～６についてでございます。時間の都合上、説明は割愛させ

ていただきますが、資料１としまして、本策定委員会の名簿でございます。資料２が、先

ほど触れました傍聴要領（案）でございます。こちらは、お認めいただければ「案」が取

れる形になります。資料３が長期計画条例と条例の施行規則、資料４が本策定委員会の設

置要綱、資料５が二次調策定に係る庁内推進本部設置要綱、資料６がワーキングの設置要

綱でございます。ご確認いただければと思います。 
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 説明は以上です。 

○委員長 只今の事務局の説明に対して何か質問等ありますでしょうか。よろしいでしょ

うか。 

 それでは、事務局は傍聴者を入室させてください。そして、異議がないようでしたら、

オンライン配信も開始してください。よろしくお願いします。 

     〔傍聴者、入室〕 

○委員長 傍聴の方、皆さん入られましたね。これはオンライン配信もされていますので、

よろしくお願いします。 

 

 （３）委員自己紹介 

○委員長 （３）「委員自己紹介」です。 

 先ほど本委員会の委員長に指名いただいた岡部と申します。私は武蔵野市には 2001 年

から住んでおります。小学校のころは一時期、大野田小学校にも通っておりました。ジャ

ンボリーのリーダーを 20 年以上務めております。第三中学校の開かれた学校づくり協議

会委員もかなり長いことやっております。いつから務めていたのか忘れてしまいました。

この委員会には、第六期長期計画のときから関わらせていただきまして、緑・環境分野を

担当していましたが、この分野は、直接の専門ではありません。どうぞよろしくお願いし

ます。 

 それでは、先ほど副委員長に指名させていただきました、中村先生から順にお願いしま

す。 

○副委員長 行財政分野を担当させていただきます中村郁博でございます。私は東洋大学

において、公民連携を専門にやっておりますＰＰＰスクールで、この４月から専任教授を

やらせていただいてございます。ＰＰＰという、財政負担を軽減しながらも効率的な公共

サービスをどのように提供していくかというところに専門性を持っているかなと思ってご

ざいまして、皆さんと一緒に武蔵野市をよりよくしてまいりたいと思います。よろしくお

願いします。 

○木下委員 皆さん、こんばんは。武蔵野大学に所属しております木下と申します。今、

関前三丁目に住んでおりまして、武蔵野市民歴はそんなに長くないです。2017 年からだ

ったと思います。初めは吉祥寺北町五丁目に住んでいて、仮住まいだったのですが、妻が

武蔵野市をえらく気に入りまして、関前に住宅を購入して、一生ここにいるかなと思って
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いるところです。 

 専門は障害者福祉、ソーシャルワークなんですけれども、その中でも特に社会の変え方、

マクロソーシャルワークを専門としています。障害については知的障害のある方の、特に

高齢化が最近問題になっていて、その中でも特に認知症が問題になっていて、その支援の

あり方の研究と、あとは罪を犯した知的障害者の方たちの支援のあり方を研究しておりま

す。 

 六長調から関わらせていただいていて、そのときは平和・文化・市民生活を担当させて

いただいていました。先ほど委員長も、全く専門ではないとおっしゃっていたのですが、

私も全く専門ではない部分で、一市民として、市民の視点から、武蔵野市がよりよくなる

ためにはどうすればいいかというところから発言させていただいた次第です。長い、短い

ですかね、半年間になりますが、またよろしくお願いいたします。 

○久留委員 久留と申します。一般社団法人シルバーサービス振興会で常務理事を務めて

おります。岡部委員長、中村副委員長と同じく六長から参画させていただいておりまして、

健康・福祉分野を担当しております。自身は精神保健福祉士でもありまして、武蔵野市境

に 32年住んでおります。境に住んでおります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長 次は、この長期計画の一般公募により選出された公募市民委員の古賀さん、よ

ろしくお願いします。 

○古賀委員 古賀と申します。来年の２月で 40 歳になります。子どもは２人おりまして、

本宿小と東保育園にいます。一昨年から関わらせていただいております。そんな縁もあっ

て、今、本宿小のＰＴＡの会長もやっておりまして、いろいろ楽しいことになっておりま

す。今回もよろしくお願いします。 

○委員長 それでは、急遽オンラインになった鈴木先生、よろしくお願いします。 

○鈴木委員 鈴木でございます。筑波大学の芸術系で環境デザインという分野を 26 年教

えていました。専門は造園学なんですが、建築デザインの先生、都市計画の先生、あるい

はプロダクトデザインの先生と一緒にまちを総合的にデザインする、そういう環境デザイ

ンを教えていました。そういうこともあってか、都市基盤を担当しております。 

 私自身は武蔵野市に 70 年ぐらい住んでいます。武蔵野市に公共施設が全くないような

状態のときから知っています。大野田から五小へ転校して、それから五中を卒業しました。

よろしくお願いいたします。 

○委員長 次は箕輪先生ですが、今日はご欠席です。 
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 次は、前回公募市民委員として選出されました吉田先生、よろしくお願いします。 

○吉田委員 吉田勢津子と申します。六長調の策定委員会の公募で選出されました。医師

をしております。よろしくお願いします。 

○伊藤委員 皆さん、こんばんは。副市長の伊藤でございます。私は健康・福祉、子ど

も・教育、平和・文化・市民生活の一部、行財政の一部を担当しております。よろしくお

願いします。 

○荻野委員 皆さん、こんばんは。副市長の荻野でございます。令和６年４月に着任して

ございます。これまで、水道部、環境部、都市整備部を渡り歩き、直近では都市整備部長

を３年経験してございます。新参者ではございますが、どうぞよろしくお願いします。分

野としましては、平和・文化・市民生活、緑・環境、都市基盤、行財政です。 

○委員長 何か質問、言い残したことはありますか。皆さん、大丈夫ですか。 

 

 （４）市長あいさつ・諮問 

○委員長 それでは、ここからメインのパートに入らせていただきます。小美濃市長から、

ご挨拶及び諮問をお願いいたします。 

○小美濃市長 改めまして、皆様、こんばんは。市長の小美濃でございます。このたびは

皆様方には武蔵野市第六期長期計画・第二次調整計画策定委員会の委員をお引き受けいた

だき、誠にありがとうございました。 

 皆様のご尽力によりまして、２カ年にわたり議論を積み重ね、答申をいただきました第

六期長期計画・調整計画については、新市長として最大限尊重し、答申案を計画として決

定させていただいたところでございます。今年度よりスタートしている第六期長期計画・

調整計画に基づき、市政運営を着実に進めるとともに、市長選挙で掲げさせていただきま

した公約についても、任期中の実現に向けて全力を尽くしていきたい、このように考えて

いるところでございます。公約の大部分は、第六期長期計画・調整計画のもと、実現に向

けて動き出すことが可能だと考えておりますが、幾つかの公約については、現計画から読

み取ることが難しいものもあると考えております。つきましては、武蔵野市長期計画条例

第３条の規定に基づき、読み取ることが難しい公約にテーマを絞り、ご議論をいただきた

いと存じております。 

 また、テーマを絞って速やかに策定するため、討議要綱の作成は行わず、限られた策定

期間の中で最大限、市民参加・議員参加・職員参加を中心とした武蔵野市方式にのっとり、



 - 8 - 

策定していただきたいと思っております。 

 策定期間中におきましては、直接市民や市議会議員の皆様と意見交換を行っていただき、

絞らせていただきましたテーマについて、課題や必要な施策について幅広く共有し、令和

７年度から５年間を計画期間とする実効性のある計画を策定していただきたいと思ってお

ります。 

 冒頭申し上げましたとおり、市長選挙のタイミングと第六期長期計画・調整計画のタイ

ミングがほぼ重なってしまい、市長は長期計画条例第３条において実行計画の見直しがで

きるという規定がございますので、第六期長期計画・調整計画の普遍性や策定過程に思い

をはせ、その全てを見直すのではなく、第六期長期計画・調整計画は最大限尊重し、市長

公約のうち、読み取ることが難しい部分に限り、見直していただきたい。そして議論をし

ていただきたいという今回の決断をさせていただいたところでございます。どうぞご理解

をいただきたいと存じます。 

 委員の皆様におかれましては、それぞれのご専門での知見と、第六期長期計画・調整計

画を策定いただいた経験を活かしていただいて、市民の皆様から寄せられる多くのご意見

を同じ市民としての立場でご調整いただくとともに、日ごろのご活動も踏まえ、市民目線

でのご議論をぜひしていただきたい、このように思っているところでございます。どうぞ

よろしくお願い申し上げます。 

○委員長 ありがとうございます。 

 続きまして、諮問をお願いいたします。 

○小美濃市長 それでは、武蔵野市第六期長期計画・第二次調整計画の計画案の作成及び

答申を求めることについて諮問させていただきます。 

 武蔵野市第六期長期計画・第二次調整計画について、武蔵野市長期計画条例及び同条例

施行規則の規定に基づき、計画案の作成及び答申について求めます。なお、策定にあたっ

ては、第六期長期計画・調整計画から読み取ることが難しい選挙公約に関連したテーマ及

び計画期間や財政計画など調整の必要な事項について検討をお願いいたします。 

 令和６年７月 25日、武蔵野市長、小美濃安弘。 

○委員長 これを受けて、答申を頑張るようにします。 

○企画調整課長 それでは、席のご移動をお願いしたいと思います。 

     〔小美濃市長、説明者席に着く〕 

     〔岡部委員長、委員長席に着く〕 
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     〔中村副委員長、副委員長席に着く〕 

○委員長 Zoomは、録画・録音されていますか。 

○企画調整課長 録画はしていないです。 

○委員長 今、デジタル社会ですから、規則上問題ないならば、今後はレコーディングに

入ったほうがいいと思います。それには特に異議ないですよね。問題ある？ 

○副委員長 何で録画しないんですか。Zoom は字幕が出せますよね。字幕を出せたら、

耳が不自由な方とかも情報を取れる状態ですから、それはもったいな過ぎる。プライバシ

ーの問題も、ウェビナーであればいろいろ対応できそうな気がしますので、ぜひご検討く

ださい。 

○企画調整課長 わかりました。 

○委員長 よろしくお願いします。最近、字幕が出てきますしね。 

○副委員長 もう一つ言うと、字幕も、Zoom だと日本語だけじゃなくて英語字幕も出せ

るはずです。そうすると、この武蔵野市に来ている日本語を母国語としない方々に対する

情報発信にもなるはずなので、デジタルの活用という観点においてはぜひお願いいたしま

す。 

○委員長 外側には今 26 名ぐらいが入っているようですが、せっかくですので、こうい

うＤＸに関する取り組みを新たにやり始めたということを、皆さんに広めていってくださ

い。将来的には、「武蔵野市役所は、物理的には一体どこにあるんだろう？」と思うぐら

いのデジタル革新、ＩＣＴ、ＤＸを進めてください。よろしくお願いします。 

 

 （５）庁内体制、策定スケジュール及び各種意見交換会について 

○委員長 それでは、（５）「庁内体制、策定スケジュール及び各種意見交換会について」、

事務局から説明をお願いします。 

○企画調整課長 それでは、資料８をお開きいただきたいと思います。 

 二次調策定に係る基本的な考え方やスケジュール等について、ご説明をさせていただき

ます。 

 まず、１「基本的な考え方」です。 

 （１）二次調では、六長の議決事項の枠組みの中で見直しを行う。 

 （２）市長公約について、六長調から読み取ることができない、また、読み取ることが

難しいところにテーマを絞って策定する。 
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 （３）速やかに実現を図れるよう、今年度中に策定する。 

 （４）議論すべき課題や論点をまとめた討議要綱の作成は行わず、また、可能な範囲で

記載のとおりの武蔵野市方式にのっとり策定する。 

 （５）二次調策定にあたっては、現在策定中の個別計画等との調整を図る。 

 続いて、２「策定方法」です。 

 （１）市民参加です。まず①策定委員会について。第二次調整計画案を作成し、市長に

答申いただくこと。六長調の一部見直しであることや、速やかな策定のため、六長調の策

定委員の中から構成するとし、本日の策定委員会に至ってございます。②意見交換会等に

ついてですが、まず、市民意見交換会について、論点及び計画案について対面方式、オン

ライン形式で実施することをはじめ、関連団体へのご案内、中高生世代との意見交換会を

実施する旨を明記してございます。また、計画案公表時にパブリックコメントを実施して

まいります。 

 （２）議員参加につきましては、市議会議員との意見交換会をテーマ及び計画案の２回

実施することとし、早速来月８月 15日に第１回を開催させていただく予定です。 

 （３）職員参加につきましては、先ほどご紹介させていただきましたワーキングの参加

をはじめ職員個人の意見提出等、主体的な参加を促してまいります。 

 続いて、３「策定スケジュール（案）」でございます。 

 No.１、第１回は本日７月 25 日、対面・オンラインのハイブリッド方式で開催に至りま

して、次回８月 13 日以降の策定委員会につきましては全てオンラインの開催を予定して

ございます。また、先ほど触れました市民や中高生世代、市議会議員との意見交換会等の

予定に関しましては資料に記載のとおりでございます。策定委員会や意見交換会等を経ま

して、11 月 15 日に計画案の公表、パブリックコメントを募集した後にさらに議論を進め、

最後１月の下旬に市長へ答申を予定しているところでございます。 

 ４「その他」でございます。 

 （１）庁内推進本部の設置について、（２）ただいまご説明申し上げました策定方法や

スケジュールの詳細につきましては、本策定委員会との協議のうえ、決定していくことを

明記してございます。 

 説明は以上です。 

 

 （６）各テーマにおけるテーマ別論点シートについて 
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○委員長 （６）「各テーマにおけるテーマ別論点シートについて」、ご説明をお願いしま

す。 

○企画調整課長 資料９をお開きいただきたいと思います。こちらが今回の第二次調整計

画で議論いただくために、庁内推進本部で議論したうえで、５つのテーマに絞って論点シ

ートをまとめたテーマ別論点集でございます。委員の皆様には、事前に案として資料をお

送りし、テーマを担当される委員を中心にお目通しいただいているところでございますの

で、本日は論点シートの構成と各テーマの概略について私から一括して説明させていただ

きます。 

 １ページをお願いいたします。 

 ページ上部はこの資料作成の経過などを記載しまして、真ん中に二次調で議論いただく

テーマを５つ掲載してございます。また、ページ下部に各シートの構成を記してございま

す。まず最初に、テーマ名を大きく表記し、その下に市長公約の文言、また、テーマを設

定した理由や課題、検討していきたい内容をまとめた「テーマ設定の趣旨」を記してござ

います。 

 続いて、大きな見出しを４つつけてございまして、１つ目が、当該テーマに関する内容

が記載されている現計画である六長調の記載内容、２つ目が、市や関係機関が取り組んで

きた内容や他自治体の事例などの参考資料、３つ目が、各シートの肝となります策定委員

会の中で議論となると考えるテーマにおける論点、４つ目が、テーマに関連する法令や個

別計画などをそれぞれ掲載してございます。 

 シートの構成は以上です。 

 続きまして、各テーマの概略についてご説明いたします。 

 ２ページは、１点目のテーマ「就労を含めた高齢者の社会参加の支援」の論点シートで

ございます。テーマ名の下にある「市長公約」と「テーマ設定の趣旨」につきましては、

資料記載のとおりでございます。なお、この「市長公約」と「テーマ設定の趣旨」につき

ましては、ほかの４つのテーマも同様ですが、この後の議事となります市長との意見交換

の場で市長より直接お話しいただきますので、私の説明は割愛させていただきます。 

 １「第六期長期計画・調整計画の記載内容」につきましては、健康・福祉分野の基本施

策１のほか、平和・文化・市民生活の基本施策７も関連するため、それぞれ該当箇所を記

載してございます。 

 続いて、２「これまでの取組み状況と課題」です。（１）高齢者の社会参加として、①
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はこれまでの本市の取組みなど。次のページの②は高齢者の就労意欲の状況などを記して

ございます。（２）市以外の取組みにつきましては、本市の外郭団体であるシルバー人材

センターの取組み内容のほか、ハローワーク、東京都や民間事業者関連の取組みなどを。

（３）他自治体の参考事例としまして、世田谷区の GBER という官民連携のモデル事業や、

４ページから５ページにかけて、北区のいきがい活動センターの事例なども掲載してござ

います。 

 続いて、３「テーマにおける論点」についてです。（１）が、高齢者の就労の効果を踏

まえた市の施策のあり方や、市の施策全体の連続性、体系性の確保、市内事業者等とのつ

ながりなど、市が行う社会参加の支援についての切り口で、また、６ページにある（２）

ほかの機関の様々なサービスがある中で市が担うべき役割や施策の範囲についての切り口

で論点を挙げてございます。 

 このテーマの最後、４「根拠法令、関連法令、個別計画等」は資料記載のとおりでござ

います。 

 続いて、８ページは２点目のテーマ「子育て世代への外出支援」の論点シートになりま

す。「市長公約」と「テーマ設定の趣旨」は記載のとおりです。 

 １「第六期長期計画・調整計画の記載内容」につきましては、子ども・教育分野の基本

施策３のほか、移動手段の絡みで都市基盤分野の基本施策３も関連するため、それぞれ該

当箇所を記載してございます。 

 続いて、２「これまでの取組み状況と課題」については、（１）タクシー代金にも利用

可能なこども商品券の配付。（２）地域公共交通網形成計画におけるタクシー事業者との

連携事業の検討について。（３）では、他自治体の参考事例として、埼玉県三郷市の子育

て移動支援や、神奈川県座間市の移動支援給付金の関連、山口県下関市の子育てタクシー

普及支援事業などの事例も掲載してございます。 

 続いて、３「テーマにおける論点」についてです。（１）妊娠期から子育て期、これら

世代の外出支援のあり方についての切り口、（２）タクシー券等の配付なのか移送サービ

スなのか、外出支援の手法についての切り口で論点を挙げてございます。 

 11ページ、４「根拠法令、関連法令、個別計画等」は記載のとおりでございます。 

 続いて、12 ページは３点目のテーマ「今後の学校改築のあり方の検討」に関する論点

シートになります。「市長公約」と「テーマ設定の趣旨」は記載のとおりで、後ほど市長

より言及がございます。 
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 １「第六期長期計画・調整計画の記載内容」につきましては、子ども・教育分野の基本

施策５「教育環境の充実と学校施設の整備」に記載がございます。 

 13 ページ、２「これまでの取組み状況と課題」については、学校改築事業として、こ

れまで一中、五中、五小、井之頭小の改築事業を進めてきた中で、社会情勢の変化、学校

施設整備基本計画の改定、将来の教育を見据えた校舎のあり方などの課題があり、改めて

検討の必要があるとしてございます。参考資料として、「児童・生徒数の推移」のグラフ

と、過去 10年間の「中学校別生徒数の推移」の表を掲載してございます。 

 14 ページの３「テーマにおける論点」についてですが、（１）は教育面・建築面での中

学校の適正な学校数についての切り口で、（２）が将来の教育を見据えた教育面・建築面

での校舎のあり方に関する切り口で論点を挙げているところでございます。 

 ４「根拠法令、関連法令、個別計画等」は記載のとおりです。 

 続いて、16 ページは４点目のテーマ「吉祥寺イーストエリアのまちづくり」に関する

論点シートになります。市長公約とテーマ設定の趣旨は記載のとおりです。 

 １「第六期長期計画・調整計画の記載内容」につきましては、都市基盤分野の基本施策

３と基本施策６の①「吉祥寺駅周辺」のイーストエリアの部分について記載をしてござい

ます。 

 続いて、17 ページ、２「これまでの取組み状況と課題」についてです。このあたりは

分量が多くなっていて大変恐縮ですが、イーストエリアの昭和時代から直近までの取組み

の概略を記したうえで、18 ページ、（１）自転車駐車場の配置のあり方として、これまで

の取組みと、この地域の課題をそれぞれ記載してございます。また、（２）本町コミュニ

ティセンターの移転と施設複合化についても、これまでの取組み状況のほか、19 ページ

にございます施設用途の方向性や中高生世代の居場所の不足といった課題を挙げていると

ころでございます。 

 続いて、３「テーマにおける論点」についてです。（１）が駅周辺の自転車駐車場の配

置等の考え方について。２点目が、本町コミュニティセンターの移転に伴い複合化する施

設用途について。先ほども課題として挙がった論点となってございます。 

 続いて、20 ページは５点目のテーマ「吉祥寺パークエリアのまちづくり」の論点シー

トになります。 

 １「第六期長期計画・調整計画の記載内容」につきましては、イーストと同じく、都市

基盤分野の基本施策６の①吉祥寺駅周辺のパークエリアの部分について。公会堂の関連が
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ございますので、平和・文化・市民生活分野の基本施策５を記載してございます。 

 21 ページは、２「これまでの取組み状況と課題」についてです。南口駅前広場の経過

や建物の高さ制限、公会堂の改修などの取組み状況のほか、22 ページ、交通環境をはじ

めとした課題について記載してございます。 

 それを受けて３「テーマにおける論点」についてですが、切り口として、（１）吉祥寺

パークエリアのまちの将来像の立案についてということで、交通環境の改善や駅周辺の土

地利用、将来的な公会堂のあり方などを論点として挙げているところでございます。 

 長くなりましたが、説明は以上でございます。 

○委員長 今、僕はネット上のＡＩの自動文字起こしの表示を見ていました。企画調整課

長の滑舌がいいからなのかもしれませんけど、ほぼ間違いなく文字起こしをしていますね。

だから、はっきり言って、皆さんも、場合によっては、各自、端末を持ってきて、こちら

の文字起こしを見ながらリアルな傍聴をするというのも、意外に良い試みです。その場合

は、文字からもちゃんと見て理解できますので、今後ご活用ください。 

 それでは、議事の（５）の資料８と、（６）の資料９に関して、委員の方々から質問、

コメントはありますか。あと、事務方から補足はありますか。 

○副委員長 事務局の方にもご意見を伺いたいんですけれども、今回はテーマを、小美濃

市長がご当選されたときの市長公約の中で読み取れないものに絞り込むという話だったと

思います。ただ、一方で、六期長期計画・調整計画をつくるのに２年ぐらい時間がかかっ

ているということもあって、この計画の中において、市民の生活の中で環境が変化したも

のも結構出てくるように思います。こういったものの中においても、このタイミングで議

論しておかなくてはいけないものが私は出てくるのではなかろうかと思うのですけれども、

そういったものの取り扱いはどのようにお考えでしょうか。 

○吉清総合政策部長 今回は事前に、諮問でもございましたとおり、調整計画ができてす

ぐのということで、このテーマに絞った形でさせていただきます。 

 計画というのは、ご存じのとおり、何年に１回かでつくるしかないわけですが、どの計

画も、できたその時点から何かの変化はございます。ですので、特に、大きな長期計画・

調整計画等については一定の変化等に対応できるような施策や考え方ということで、何か

が起こるたびに直すという形ですと、実際に計画として回すのは難しいので、そういう形

をとらせていただきます。 

 ただ、今回、二次調整計画としては、市長から諮問したテーマで策定していただくとい
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うことでございますが、市民の方からは当然それに関連した、もしくは関連はどうかなと

いうご意見、ご質問が出ることはあると思います。最終的な計画としては先ほど申し上げ

たとおりですが、委員の皆様が市民からの意見を受けとめたうえで、委員として市長、市

に伝えたいことがあれば、それは計画の内容、本体とは別に、今の状況でこんな意見も聞

いたので、そのあたりもぜひ市政にということでご意見をいただくのは構わないかなと思

っています。そのような整理をしていただければありがたいと考えているところでござい

ます。 

○委員長 今の中村先生の質問は非常に大事なポイントで、小美濃市長の公約に関するも

のです。しかも、公約の中でも、調整計画から読み取れるところは省くということです。

あと、新たに市長の思い入れのあるところ、しかも、調整計画からは読み取るには、少し

難しいところに重点を置いて今回の第二次調整計画の策定を行います。小美濃市長が公約

で掲げていないものを、時代とか状況が変わったからといって、今回、勝手に第二次調整

計画に入れるのはだめだということですね。 

 それでは、ここまでほかによろしいですか。 

○副委員長 それは議論してもいいということですよね。この場で議論してもいいけれど

も、計画変更には入れないということだから、付随意見として出すことにおいては強制を

受けるものではないと思います。 

○委員長 ありがとうございます。そういったことです。 

 

 （７）市長との意見交換 

○委員長 それでは、ここからが皆さん、伺いたいことだと思います。（７）「市長との意

見交換」となります。 

 それでは、小美濃市長より、各テーマにおける考え方などのご説明をお願いいたします。 

○小美濃市長 改めまして、ありがとうございます。この次第によりますと、20 分程度

ということになっておりますので、テーマによっては、重いテーマ、少し軽くお話をさせ

ていただくテーマもあろうかと思います。また、後ほど質問もいただきたいと思っており

ます。よろしくお願いいたします。 

 まず、テーマ１「就労を含めた高齢者の社会参加の支援」でございます。 

 私は昭和 37 年生まれで、父、母とも昭和 11 年生まれで、両親が 88 になります。やは

りここのところ、老化も大分進んできたかなという実感を持ちつつ、まちの中でいろんな
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方々とお話をしますと、高齢者の方から様々なご意見を伺うことがあります。その中で、

趣味をやっていらっしゃる方、ボランティアをやっていらっしゃる方ももちろんいらっし

ゃるのですが、就労の機会があれば、自分はまだまだ働ける、でも、働く場がなかなかな

いというお話をよく聞くことがございます。 

 一義的には、高齢者の就労の場というのは、武蔵野市でもシルバー人材センターという

ところに担っていただいているのですが、職種の多様性というんでしょうか、そういうと

ころが少し不足しているのではないかということも今、問題点として挙げられているとこ

ろでございます。先日、シルバー人材センターの会長とも面談させていただいたのですが、

やはりそのことはシルバー人材センターも課題として持っているようでございました。 

 就労は何のためにするのかというと、生活のためというウエートではなくて、どちらか

というと健康長寿、介護予防だとか生きがいだとか、そういったファクターに高齢者の就

労というものを真剣に考えていきたいと考えたわけであります。 

 ここで私が１つ思っているのは、高齢者に合った仕事とのマッチングがどこかで行えな

いだろうかということです。今、確かにシルバー人材センターでもそういう機能はあるの

で、シルバー人材センターを強化して、そういう機能をさらに持たせていくのも１つの考

え方かもしれません。また、武蔵野市が何かを担って、そういうマッチング機能をつくっ

ていくというのも１つの考え方かもしれません。そういうところをぜひご議論いただきた

いと思っております。就労することによって、幾ばくかの対価を得ることで社会参加をし

ているということをご自身が感じることがすごく大事なことなのかなと思っています。 

 私の父は手術をしたせいもあるんですけど、表に出なくなりました。そうすると、毎日

のようにテレビを見るんですね。会話もしないと言葉が出てこなくなりますので、外に出

てもらいたいなと思って、犬を飼いました。犬の散歩をするようになって少し外に出てく

れるようになったのです。88 から働きたいとは言っていませんけれども、まだまだ元気

で社会参加をしたい、生きがいを持ちたいという高齢の方々のためには、就労の場をぜひ

つくっていきたいと思っております。それが１点目のことでございます。 

 子育て世代への外出支援は、私は今年で 62 になるわけでありますが、去年と今年、孫

が生まれまして、１人の孫は同居をしております。そういう様々な環境を見ておりますと、

子育て支援、特にゼロ歳から１歳ぐらいまで、もしくは出産直前から１歳ぐらいまでの子

育て世代の移動、外出は結構大変なんだなと感じたところがございます。 

 自分の子どものときには子育てをしていなかったと妻にはよく怒られるのですが、当時
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あまり感じていなくて、じいさんになってから非常に感じることがございます。理由が１

つございました。最初の孫が生まれたときに、未熟児ではなかったんですけど、ちょっと

小さく生まれてきちゃったんですね。杏林でお世話になったのですが、実は意外と健診に

行く頻度が多いんです。ただでさえ普通より小さく生まれてきちゃった子どもと、公共交

通機関を使って行くには、私は東町なんですけれども、バスに乗って、電車に乗って、ま

たバスに乗る。もしくはバス、バスという交通機関なんですが、これは大変だなと。当時

は議員だったので、少し時間がとれましたので、送り迎えは随分やりました。うちの子ど

もだけなのかなと思いましたら、杏林の乳幼児医療のところには同じような課題を抱えて

いらっしゃる方々が意外といるということを、自分が送り迎えをしながら感じたところで

ございます。 

 実は、選挙公約には、こういった方々にはレモンキャブがいいなと思ったのです。ただ、

どうも法律的に難しかったらしくて、レモンキャブは使えないことがわかりましたので、

それにかわる何か。今まであまり光が当たっていなかった産前もしくは生まれてから１歳

ぐらいまでの子育て世代への移動、外出支援を何とかできないだろうかというのを公約で

も挙げましたし、皆様にもぜひご議論をいただきたい。タクシーはどうなんだといういろ

んなこともありますが、それは後で質問に答えさせていただきたい。このように思ってお

ります。まずはそういうことであります。 

 ３点目が「今後の学校改築のあり方の検討」です。ここは一番時間をとらせていただき

たいところです。 

 ちょっと誤解を呼んでしまっているかもしれませんが、公約に「二中・六中の統廃合は

白紙に」と書かせていただきました。ここでいう「白紙」は私は廃止ではないということ

をまず申し上げておきたいと思います。 

 私、議員のときに、二中と六中を統合して、六中のあいたところに二小を入れる、そう

いう会派説明を受けました。そのときの執行部側の説明は、こうすることによって合理的

かつ効率的なんだ、また、コスト面でも非常にいいという話でした。公共施設の整備をす

るのにコストとか合理性を考えるのはもちろんです。しかし、その説明の中に、私どもの

会派もしくは私は、子ども第一、子どもファーストというものが見受けられなかったんで

す。 

 ちょっと余談をさせていだきますと、平成８年に桜堤小学校と境北小学校が統廃合され

ました。境北小学校が１年生から６年生まで全て単学級で、生徒数が 180人ぐらいになっ
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てしまったのです。教職員は生徒の数によって東京都から配置されますので、当然、先生

の数も少なくなってくる。そうなると、運動会をはじめとした学校行事にも支障を来すと

いうことで、やむにやまれず境北小学校と桜堤小学校が統廃合し、現在桜野小学校になっ

ています。 

 私はそのとき現職の議員でしたけれども、２つの青少協を１つにする、２つのＰＴＡを

１つにするということは本当に大変な労力でございました。それぞれそこには文化があり、

地域性があり、そういったものを１つにするという本当に努力の末にできた桜野小学校だ

ったかなと思っておりますし、たしか桜堤小学校は 20周年だったか 30周年だったかを迎

えて廃校だったのです。なので、母校がなくなるということに対する思いもやはり多くの

方が感じたのではないかなと、そのとき非常に切ない思いになったところであります。 

 それだけ労力を使って統廃合して、やっと桜野小学校が今、立派になっているわけでご

ざいますけれども、これは決して合理性とか効率性とかコスト面とかで統廃合したわけで

はなくて、そういうものを第一に考えるのではないのではないかという問題提起を私はず

っとしていたのです。選挙になりましたので、二中、六中だけを取り出した、しかも効率

性だとか合理性だけをもってした統廃合の議論は一回やめましょう、もう一度議論し直し

ませんかという思いになったのです。 

 それを担保するために、二中をはじめ二小、六中のＰＴＡの方々とも議論させていただ

きました。そうしましたら、地域ではあまり納得をしていなかったということがわかった

のです。先生方には議論していただいて大変申しわけなかったのですが、地域の理解をし

っかりと得て、そして子どもたちのためにどうすることが一番大事なのかということを議

論したうえで統廃合という話になるならば、それはこれから議論を進めていくべきことか

なと思うのですが、そこが今回抜けていたということは、私は執行部側のフライングぎみ

なところがあったのかなと思っております。 

 さらにもう一つ、ここにも書かせていただいたのですが、一中と五中、井之頭小と一小

は建築が始まっているわけであります。今建てると、これから 60年、70年、80年と学校

は存続するわけであります。私は、先ほど岡部先生からもありましたけれども、地元の武

蔵野第三中学校を卒業しました。私が在籍していたころは７クラスで、今よりも生徒数が

多い状況でした。この状況の中で、昭和 26 年につくった第三中学校を、そのままの規模

で、これから 60 年、70 年もたす学校として考えていいのだろうか。生徒数も当然減って

いますし、今、教育のあり方も相当変わってくると思います。恐らく 20 年、30 年後には、
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先生が黒板に板書してそれをみんなが一斉に写し取る一斉授業という形も行われているか

どうか。果たしてどうなのかということも議論していかなきゃならないと思っています。 

 さらに、３年前にギガスクール構想で、小中学生が１人１台タブレットを持っています。

そうなりますと、タブレットを使った授業がどんどん進んでいく。ひょっとすると 30 年

後には、科目によってはオンラインという教育のあり方もあるかもしれない。また、この

10年で外国籍の住民の方々も 1,000人増えました。そうすると、母国語を日本語としない

児童がこれから武蔵野市の小中学校にどんどん入ってくる。こういうことも考えなければ

なりません。そうなってくると、先ほど申し上げました８メートル×８メートルの教室を

幾つかつくって、特別教室を幾つかつくってという校舎のあり方自体、それでいいのかと

いう議論をここで一旦しなくてはいけないのかなと思っています。 

 私は令和６年、７年に、30 年後、40 年後の教育のあり方を考えて、そして、60 年もた

す学校を、特に中学校をどのようにつくっていくのかということをしっかり議論して、令

和８年度には学校施設整備基本計画を見直すことになっておりますので、そこにその議論

を反映していきたいと思っております。長期計画・調整計画の中でもこの議論をしていた

だいて、これから整備をする学校建築に関して、どういう形で進めていくのかという指針

をぜひ出していただければと思っています。 

 さらに言いますと、先ほど言った今ある学校規模ではなく、ひょっとすると学校がもう

少しコンパクトになってくるかもしれないのです。そうなると、学校の校庭敷地はありま

すから、じゃ、学校と何かを複合化するという考え方ももちろん出てくるわけであります。 

 今、実は公共施設等総合管理計画の中でも、これ以上、床面積はなかなか増やせないよ

ねという議論になっているわけであります。ただ、これから必要なものは出てくるかもし

れません。そうすると、公共施設の半分を持っている学校の床面積をどうしていくのか。

これはまた別な意味で重要な議論になってくると思っておりますので、ぜひともその視点

も踏まえて先生方にはご議論をいただければと思っている次第でございます。 

 ちょっと長くなりましたが、次のテーマに移らせていただきます。 

 次のテーマは「吉祥寺イーストエリアのまちづくり」ということであります。 

 イーストエリアは、中村先生も岡部先生も地元でございますので、よくよくご存じだと

思いますけれども、昭和 40年代の終わりぐらいから 50年代の初めぐらいにかけて、環境

がものすごく悪くなった地域です。今のＡ道路（吉祥寺大通り）がまだなかったころ、本

宿小学校の４階の私の教室からは、ドーンと近鉄百貨店しか見えないぐらいの、そういう
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まちでございました。近鉄百貨店ができた後、いわゆる近鉄裏と言われる大歓楽街ができ

まして、本宿小学校の学区域ですから、私もあの地区にたくさん友達がいたんですが、そ

のうちに１人引っ越し、２人引っ越し、とうとう誰もいなくなった。本宿小のＰＴＡ会長

がいらっしゃいますけれども、本当に誰もいなくなってしまったという苦い経験がござい

ます。そのうちに、親にも「もうあそこには行くな」ととめられた。東部地区ではないの

ですが、当時吉祥寺ロンロン、ターミナルエコーというところに競馬の場外馬券場ができ

る、そんな話もありました。これはＰＴＡの猛反対によってなくなったのですが、とにか

く放置自転車ワーストワンになりましたし、環境面からすると、どうしてこんなに悪くな

ってしまったんだろうというぐらい、私にとりましては苦い経験がございます。 

 しかし、その後、環境浄化運動。これは市民、そして武蔵野市議会も立ち上がっていた

だきまして、徐々に徐々にこのまちがよくなってきた。道路の線引きなどによって、道路

を広げることによって、また、土地交換をして建物を建てることによって、環境も大分よ

くなってきた。そういうところではあるのですが、つい最近また堂々と、キャバレービル

を建てますというような宣言をして、建築申請をしてきた。キャバレーが悪いわけではな

いのですけれども、せっかく環境がよくなってきたにもかかわらず、やっぱりそういう色

を持ったまちになりつつあるところなんですよね。なので、ここに関しては、環境浄化を

中心としたイーストエリアのまちづくり、特に今回は、23 街区というところに本町コミ

センの建てかえ計画が既にございます。これは相当広い敷地でございますので、コミセン

機能だけではなく、複合的な性格を持った施設機能を入れていくことも今、議論されてい

るところでございます。これは長期計画・調整計画にも書いてあるのですけれども、もう

一歩踏み込んだ書き込み、もしくは議論をしていただけるとありがたいと思っております。 

 さらにもう一点は、自転車駐輪場です。ウォーカブルなまちづくりということがメイン

になり過ぎてしまって、公共駐輪場については、駅前から一定程度離れた場所、いわゆる

外周部に設置をするという方針が１つ立てられました。私は議員のときからこれに相当反

発をしていたのです。先ほど申し上げましたけれども、私の父も、足が悪いですから、移

動するのは自転車しかないんですね。駅に行くにはタクシー、バスもありますけれども、

自転車が一番多いです。そうすると、外周部に自転車を置いて、そこからまた駅まで歩く

というのは、足の悪い方、障害を持っている方、小さいお子さんを連れた保護者の方から

すると、大変な負担になります。これは自転車法という法律がございまして、自転車法で

は地方公共団体と駅の設置者は、吉祥寺だとＪＲになりますけれども、駅の周辺に自転車
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駐輪場を設置することとなっていることもありまして、法の趣旨から照らしても、外周部

に設置するには外周部に設置する意味を持たせなければならないと思っております。今の

方針は自転車を駅の外周部に持っていけということでございますので、そうではなくて、

確かに自転車と歩行者が輻輳する道路や場所がございます。そういったところに関しては、

外周部に持っていくというのは当然あるべきことかもしれませんけれども、場面場面に応

じて少し細かくゾーニングをするべきだろう。このように思っておりますので、自転車駐

輪場に関しても、もう一度議論していただいて、外周部に持っていくのではなくて、この

辺については柔軟に考えていただければと思っている次第であります。 

 それと同時に、外周部に持っていかなくてはならないところもあります。それは、アー

ケード街、例えばサンロードであり、ダイヤ街であり、そういったところは自転車駐輪場

の附置義務があるのです。そうすると、この附置義務によって建てかえがなかなかきかな

い。こういったところは外周部に隔地駐輪するということは当然、合理性があります。こ

れはこれでやはり詰めていかなければならないことであります。まちの発展と、環境浄化

と、駅もしくは駅周辺の商店街を使う外来者、市民の方々。こういった観点から、もう少

し突っ込んだ、一歩踏み込んだ議論をしていただけるとありがたいかなと思っている次第

であります。 

 そして、最後に「吉祥寺パークエリアのまちづくり」であります。これは大変大きな話

なので、第二次調整計画に書いたとしても、この計画期間内に終えられるものではないと

思います。 

 しかし、今、南口を降りると、パークロードに人がダーッとおります。そこに一日に何

百台ものバスが走っております。また、井ノ頭通りの歩道は全てバス停になってしまって

います。こういう状態はあまり健全な状態ではないと思っています。まちとしての発展性

もなかなか望めないのではないかと思っています。なので、私はやはり北口のロータリー

のように、規模はこれからで、今 1,900 平米の小さい交通広場の計画はありますが、果た

してその大きさでいいのか。また、商業ビルも相当老朽化が進むビルもあります。オーナ

ーさんも、そろそろ何かを考えなければいけない、そういう段階に入っていると聞いてお

ります。もう一つの問題は、武蔵野市が唯一南口で大きな敷地を持っている公会堂。これ

らを踏まえてどうしていくのかを、そろそろ面として考えていかなくてはならないのでは

ないかと思っています。 

 面といっても、どこまでの面をエリアとして考えていくのかはこれから議論していかな
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きゃならないことでありますが、ある一部分をとって、公会堂だけどうしようかとか、マ

ルイだけどうしようかという話では既になっていなくて、私は、今あるこの交通環境を改

善するということを第一の目的として面的な整備を行っていくのが、これから行っていく

南口のまちづくりのあり方であろう、このように考えております。もし何かご質問があり

ましたら、後でお受けいたしますけれども、そのように考えている次第でございます。 

 以上、長くなりましたが、私からの陳述とさせていただきます。 

○委員長 市長の熱い思いと、六長調だけでは読み取れないところということもよく理解

できました。 

 事務局に質問です。市長はちょうど 45 分ぐらい残していただいたんですけど、個別に

議論するのか、それとも思いついたところを論客の先生方がまず質問して、市長に答えて

もらって、勝手にどんどんやっていくのでいいのでしょうか。どう進めるべきですか。 

○企画調整課長 今、委員長の手元にあります進行表に関しましては、テーマごとに区切

ってやらせていただくとなってございますが、時間の関係もありますので、時間が少し長

くなったり、短くなったり、しかもそうすると最後のほうのテーマの話ができなかったり

する可能性もございます。その辺はこの進行どおりでなくても構わないかと思います。 

○委員長 市長としてはどういうスタイルを求めますか。全般的に市長に、ここがどうな

んだといろいろ聞くのがいいのか、それとも割っていくのがいいのか。 

○小美濃市長 ただ、イーストエリアとパークエリアは、ひょっとするとリンクしている

話かもしれません。むしろ私はこの会に参加したのは初めてで、どういう形で進めてきた

のかもよくわからないので、そこは先生方にお任せいたします。 

○委員長 一括でよろしいですね。しかも、市長が語っておられることは、みんな真っ当

というか、受け入れられることなので、市長からの諮問を受けて最終的に私たちが市長に

答申するときに、どこまでどう書き込むかというところになると思います。 

○企画調整課長 今日、箕輪委員がご欠席という形で、子育て世代の外出支援と学校改築

のあり方の関係がございます。箕輪先生のほうから事前にご意見として賜ってございます

ので、後ほど代読させていただく時間をいただければ、あとはフリーでも構いません。 

○委員長 まず、その点について、代読してもらいましょう。 

○企画調整課長 それでは、代読させていただきます。箕輪委員のところで、まず、テー

マの２点目、子育て支援の部分について４点いただいているところでございますので、読

み上げます。 
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 既にこども商品券があり、タクシー代金の支払いに利用可能ということですが、

それとは別に外出支援に限る支援を実施したい理由を教えてほしい。 

 ２点目、子育て家庭への外出支援を考えるときに、子どもの年齢は何歳までを想

定しているのでしょうか。 

 ３点目、外出支援の外出の範囲の想定はどのようなものでしょうか。通院、雨の

日の幼稚園や保育園等への送迎などもあれば、習い事への送り迎えやレジャーなど

もあると思われます。 

 ４点目、また、どこかで目的に線引きするのであれば、どのように認定をしてい

くのでしょうか。 

 以上、子育て世代の外出支援についての４点でございます。 

 そのまま読ませていただきます。「今後の学校改築のあり方の検討」についても箕輪委

員に担当いただくところでございますが、こちらは大きく２点、いただいております。 

 １点目、前回の調整計画策定時に、「二中」「六中」という文言を入れる必要があ

るのかという議論になり、入れないと検討が進まないため、あえて入れることにな

ったと理解している。今後の統廃合の議論として、具体的な学校名を入れなくても

問題ないのでしょうか。また、中学校が幾つ必要かという議論をすると、二中、六

中ではないところから、統廃合の可能性があるのではという不安の声が上がってく

るのではないでしょうか。 

 ２点目、仮に、現計画の書きぶりを見直すのであれば、建築面の話だけでなく、

子どもの居場所、不登校、インクルーシブ教育などを含め、学校のあり方、教育の

あり方全体について検討したうえで、どのような学校が建築的に必要なのかを考え

るところまで広げる必要があるのではないでしょうか。 

 以上でございます。 

○委員長 確かに、改築というハードウエアの議論じゃなく、市長がおっしゃったように、

もうちょっと「学校の教育の中身」とか「教育のあり方」の議論が今後は大事となりそう

ですね。それは前回の六長調のときも同じような議論ができて、とにかくみんなが行きた

くなるような中学校をつくるべきであるという意見は出ていたと思います。 

 私の手元に、市長からの諮問を受けて、就労を含めた高齢者の社会参加とか子育て、学

校の改築、イーストエリア、パークエリアの担当をラフに決めさせていただいております。 

 まず、１番はもちろん久留委員です。高齢者の社会参加をご担当いただくことになると
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思います。 

 子育て世代は、当然ながら箕輪先生になると思います。 

 学校改築は、これからいろいろ議論になるので、もちろんご担当は箕輪先生なんですけ

ど、建築で行財政も予算とかでかなり絡んでいる。ここは箕輪先生と中村先生の複数名で

ご対応いただくことがいいと思います。 

 イーストエリア、パークエリアは鈴木先生が主担当として、よろしくお願いします。主

担当は、主に事務局が上げてきた文章を、しっかりチェックしていただき、議論は前回同

様、全員で参加することになると思います。例えば、かつて私が緑・環境を担当していた

ように、最後の文章チェックは、今回ご担当をお願いした先生方を中心に進めていただこ

うと思います。 

 箕輪先生からの話で、ここはこう考えてほしいとかコメントがありましたら、よろしく

お願いします。 

○小美濃市長 確かに、この件は私が代表質問や一般質問でも議員の皆さんから随分質問

をいただいて、お答えをしている質問がほとんどなので、同じ答えになってしまうかもし

れません。 

 こども商品券はもちろんタクシーにも使えるのですが、今同居している私の娘を見てい

ると、必要なものが結構あるのです。あれも必要、これも必要。そうなってくると、外出

支援に回せるかは、ちょっとどうなのかなと感じています。 

 今回はどちらかというと、２番目の質問の答えにもちょっとつながってくるのですけれ

ども、福祉的な面で考えているんですね。もっと言うと、実は妊婦タクシーというのがあ

って、うちの娘が産気づいたのが夜中の３時ぐらいだったのですが、すぐ来なかったので、

私が病院まで連れていったのです。だからといって、ほかのタクシーが来てくれるかどう

かわからないのですが、もう少し福祉的な外出支援ができるといいかなと思っています。

また、先ほども申し上げましたけれども、どうしても行かなければならない子どもの健診

だとか、そういったものに関してぜひ使えるような外出支援になってくるといいかなと思

っていますので、年齢は何歳ぐらいまでですかという２番目の質問に関しては、産前から

長くても１歳ぐらいまでというのが福祉という観点からの年齢ではないかなと思っていま

す。 

 外出はレジャーとかでもいいのかというご質問でしたけれども、私はレジャーは当ては

まらないかな。むしろ健診とか病気になってしまったときとか、病気になった乳幼児を冬、
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雪の降っている日に移動するのもなかなか大変なことでございますので、そういったとこ

ろに使えるようにできればいいかなと思っています。 

 また、どこまで線引きがあるのかということです。線引きをするのは今言った福祉ぐら

いまでは目的として縛れますけれども、その中のどこまで目的として線引きをするのかと

いうのはちょっと難しい話であるので、そこはぜひ議論していただければと思っています。 

 学校のあり方です。 

 二中と六中、名前を入れたほうがいいという皆様方のご判断で入れていただいたという

ことはよくよく存じ上げておりましたが、先ほども申し上げましたとおり、特出しで、地

域の理解をあまり得ないままで話が進んでいったので、私は白紙という形をとらせていた

だきました。どちらかというと、先ほど岡部先生がおっしゃっていただいたように、もう

少し広い観点で今後の中学校のあり方とはどういうことなのか。決して統廃合ありきとも

考えていません。議論の末、やっぱり二中も六中も必要であるという結論に達するんだっ

たら、それはそれで受け入れたいと思いますし、ほかのところも統廃合が必要かもしれな

いという議論になってくる可能性だって、ないことはないと思っています。そういった議

論を、やはり一度はしなくてはいけないのかなと思っておりますので、令和８年度から始

まる学校施設整備基本計画につながるようなご議論をいただければと思っています。 

 学校教育の２点目です。先ほど、日本語を母国語に持たないお子さんの話もしましたけ

れども、障害をお持ちのお子さんも、もちろんこれからインクルーシブの観点から必要に

なってまいりますし、不登校になっているお子さんをどうするのか。こういったこともあ

ろうかと思います。そうなってくると、建築的思想というんでしょうか、理念みたいなも

のはとても大事になってまいりますので、大きな意味での学校建築のあり方というところ

もぜひご議論いただければと思っております。 

 以上、ご回答とさせていただきます。 

○委員長 本日、市長からこの第二次調整計画の作成及び答申を求めるという諮問をいた

だきまして、しかも事務局が立派な「テーマ別論点集」という資料９をつくっていただき

ました。「テーマ別論点集」については、委員の先生方はしっかり目を通していただけた

らと思います。傍聴されている方もこれは一読の価値があると思います。これをもとに、

今後、第二次調整計画に織り込んでいくのか。いや、織り込まないのか。もっとさらに進

めるべく書き込んでいくのかをメンバーを中心に進めていきたく思います。議論の進め方

としては、このようなたてつけで良いですね。 
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 今、市長はこれに基づいて、思い入れも含めて、背景も含めて明確にご説明いただきま

したが、あと 20 分ぐらいはありますので、ここだけは聞いておきたいとか確認したいと

いうことがありましたら、どなたでもいいですので、直接市長に問う形で質問があったら、

市長にとってもよろしいんじゃないかと思います。鈴木先生も、遠隔からでも幾らでも言

ってください。何かありますか。 

 まずはＡ委員、お願いします。 

○Ａ委員 市長と同じ昭和 37 年生まれ、62 歳のＡでございます。岡部委員長からテーマ

１を仰せつかったわけですけれども、議論の前に、事務局に対して、確認させていただき

たい点がございます。今回のキックオフにあたって、テーマ別論点集をいただきましたの

で、事前に読み込んできました。この論点シートの構成は、最初に「市長公約」があって、

その次に「テーマ設定の趣旨」あって、その次に「１ 第六期長期計画・調整計画の記載

内容」「２ これまでの取組み状況と課題」「３ テーマにおける論点」「４ 根拠法令、

関係法令、個別計画等」が整理されています。例えば、私が担当しますテーマ１でいいま

すと、市長公約の中で書かれていることとテーマ設定の趣旨、テーマの論点として掲げら

れているものの記載内容に少し乖離があるのです。「テーマ設定の趣旨」や「テーマにお

ける論点」については庁内推進本部における決定ですから、既に市長と市の部局担当との

間で庁内推進本部において調整がなされて、その結果出てきているものであるという理解

でよろしいでしょうか。 

○企画調整課長 お答えします。Ａ委員のおっしゃるとおりでございます。庁内推進本部

の中で、こちらの内容を、所管を中心に書き込みしながら全体のほうで整理して、今の資

料９という形で本日ご提示させていただいているということでございます。 

○Ａ委員 了解いたしました。そうしますと、私のところのテーマ１でいいますと、市長

公約は３つの要素からできていまして、最初はスローガンです。次に「高齢者には 80 歳

まで働ける職場を」ということで、これは市長が先ほどご説明いただいた就労の場をつく

るということが目的化されています。 

 次に「年金プラス５万円」というのがあります。これについて見ますと、80 歳までと

いう年齢要件の議論や年金プラス５万円という金額の議論をし出すと、結構大変な話にな

ると私は思っていたんですけど、これについては、既に整理されていて、このテーマにお

ける論点のペーパーの内容になっているという理解でよろしいんでしょうか。 

○小美濃市長 えてして選挙の公約はキャッチーなものになってしまうところがございま
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す。80 歳まで働ける職場をというのは、１つは 80 代ぐらいまでという意味で、趣旨とし

ては同じことを言っているんですけれども、あえて 80 歳までという数字を入れさせてい

ただいたということです。 

 年金プラス５万円というのは、今、年金をもらっている方もいらっしゃるかもしれない

けど、プラス就労することによって得る所得で５万円あれば、趣味にも使えるし、お孫さ

んがいらっしゃる方はお孫さんの小遣いにも使えるしということで、これも、どちらかと

いうと選挙のチラシだとか選挙公報での表現の一つとして書かせていただいた。ですから、

公約は公約なんですけれども、この中に包含されているテーマ設定の趣旨はこの下に書い

てあるものとご理解いただければと思います。 

○Ａ委員 承知しました。その上で申し上げますと、まず、就労の場ということですけれ

ども、市長ご指摘のとおり、現在、高齢期を迎えられても就労を希望される方は非常に多

いわけです。実はこうした社会的要請は昭和 50 年代にも議論がありました。といいます

のは、従来の就労支援というのは、若者や女性、障害者といった、これから社会に出て就

労するという方や、中途で退職された方を想定した制度ですので、定年退職後の方々は就

労するという前提がなかったわけです。ただ、昭和 50 年代に入りまして、定年後も働き

続けたいという同様のニーズが増えてきた。これを受け、東京都にいて、昭和50（1975）

年に「高齢者事業団」が創設され、これが、先ほど市長のお話にもございましたシルバー

人材センターの先駆けができました。その後、昭和55（1980）年に国の補助事業としてシ

ルバー人材センターができ全国展開されるんですけれども、さらに昭和 61（1982）年に

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の中でシルバー人材センターが法律上、明確

に位置付けられたという経緯がございます。 

 ただ、最初の取組みから 49 年たっていまして、その間に、先ほど市長からもお話がご

ざいましたように、有料職業紹介において民間の職業紹介がいっぱいでき、これを多くの

高齢者が利用されている。また、シルバー人材センターのほうは福祉的色彩が強かったの

で、確かに市長ご指摘のとおり、様々な問題点、課題点がありますが、一方において、民

間職業紹介において、ＡＩも活用したりして、今、１時間単位での就労のマッチングも可

能になってきている。このように 49 年の間に大きく環境の変化がありました。その中に

あって、今見ますと、就労の場づくりとしての就業紹介という観点においては民間のほう

で相当できてきています。 

 次に、先ほど医療・福祉の分野は私の担当という話があったんですけど、このテーマに
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ついては、基本的には求人・求職ですから、求人のほうは雇用主側、事業主側の問題が出

てまいります。このペーパーにもありますように、平和・文化・市民生活の基本施策７に

あります産業振興の中にも同じように「就労支援に取り組む」とありますので、こちらに

も協力いただきながら進めたいと思います。 

 そこで、市長にお伺いしたいのは、「１ 第六期長期計画・調整計画の記載内容」では

足りないとしたときに、何が足りないとお考えでしょうか。 

○小美濃市長 私は、できれば市役所の仕事もシェアをして、高齢者の方々の生きがいづ

くりみたいなものに役立っていただければと思っているんですね。 

 当初、これを書いたときは、実はもう一つありまして、武蔵野市公共サービス公社、そ

ういうものを立ち上げて、市の仕事もシェアしていこうという考え方があったのです。民

間の仕事はそういう形でやっていらっしゃることも存じ上げておりましたけれども、公共

の仕事もそういったところで高齢者の方々にもう少し担っていただくことによって、武蔵

野市公共サービス公社、これもキャッチーなネーミングだったんですが、公の仕事に参加

することによって自分は生きがいを感じる、そういったものもあるのではなかろうか。今、

シルバー人材センターにも市役所の仕事は随分お願いしているところではあります。先ほ

ど私が申し上げたのは、シルバー人材センターの強化でも構わないんですけれども、今や

っている民間の職業マッチングとはちょっと違うかなというイメージなんです。答えにな

っていないでしょうか。 

○Ａ委員 これから議論なので、市長公約の考え方の確認をさせていただくことが、今日

の目的です。 

 もう一つ、今、市長は「公の仕事」という話をされました。ただ、基本的に我が国の憲

法においては、幸福追求権である 13条、生存権である 25条に加えて様々な自由権を認め

ていまして、非常に大きく委ねられているのは職業選択の自由でございます。職業選択の

自由が前提にある中で、公かどうかということは、議論してもあまり意味がない気がする

のですが、今後そういうことも含めて議論いたしていきます。今日のところはそういうと

ころをお聞きしたかったということで、以上でございます。 

○委員長 Ａ委員が冒頭で確認した、市長による公約の部分と、それを今度はもうちょっ

ときれいに書いた論点集の差異は、実を言うと私も確認したんですけど、公約のところは

政治家として、あるいは、元議員として、状況によってはかなり前のめりに、熱い思いで

ガンガン取り組みたいわけです。一方、今、私たちは、行政官のトップとして、市役所の
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トップという立場から、今回の諮問を受けています。私たちはこちらを優先すべきです。

市長は、この内容をしっかり確認しているということです。もし仮に、公約をすべて優先

するなら、私も今日勉強してきたんですけど、たとえば「武蔵野を立て直す」という今回

の議論には含めない項目立てをしなくてはいけません。そういうところは省略し、選挙が

終わった後なので、あくまで、今回の「テーマ別論点集」の論点集をベースに、ほかのと

ころも取り組んでいくというのが筋だと理解しております。 

 ほかに、ここはちょっと確認しておきたいとか、先ほど市長がおっしゃったことで何か

ありますか。 

○副委員長 ちょっとというか、いろいろと教えていただきたいことがございます。１つ

はお願い事です。そのほかに３つご質問させていただけるとありがたいかなと思います。 

 主には、やはり二中と六中の建てかえのところです。この建てかえに関して、なぜこう

いう書きぶりをしたのかは、先ほど箕輪委員から背景のご説明があったとおりです。その

ときに、市長の誤解とその前のご説明において、特に事務局といいますか職員の方々の先

走り感みたいなのがあったのかなという、ちょっと批判的な、もしくはネガティブなコメ

ントが聞かれた気がしましたので、お願い事です。ここは私は職員の気持ちをぜひ大事に

していただきたいと思います。 

 公共団体の職員は、行政サービスを効率化したからといって、自分に何か報酬が来るわ

けではないんですよ。今回、二中、六中というのは建築的な建てかえという技術を二小も

踏まえたときにはやらざるを得ないという判断もありましたし、財政負担を少しでも効率

化させていきたかった。もちろん、子どもたちに対して本当にこれが正しいかどうかとい

う迷いもあった。だから、まずここで一回書いてもらって、みんなで議論を起こしていく

という前向きなトライだったと思うのです。これを首長様のほうから否定されてしまうと、

要は前例踏襲型のことだけやっておけばいいという話になってしまう気がします。したが

って、今回の職員の方々のこのチャレンジは、本当に武蔵野市をよくしようと思った、職

責に真剣に向き合った結果だと私は思っていますので、ぜひこれは批判的ではなく、褒め

る方向でご認識いただけたらありがたいかなと思います。ここはお願い事なので、市長か

らコメントバックいただく話ではないと思います。 

 そのうえで、今のような背景を前提に、今の文章を読んでいただくと、これは本当に変

える必要がありますかねということもご意見を伺いたいのです。今回は「要否」です。

「第二中学校と第六中学校との統合の要否とその後の第六中学校跡地への第二小学校移転
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配置の可能性の有無など、改築期間中も含めて、教育面を第一に様々な観点から課題を検

討し、関係者の意見も聞きながら方針を決定して、事業を進める」。そういう面では、こ

れは子どもの教育ファーストを掲げているんです。 

 ここにあえてもう一回白紙に戻すという文言修正を入れる必要があるのかどうなのかに

関しては、市長の思いはよくわかっていますし、私どもも考え方としては違和感はあまり

ない。だけど、先ほどのとおりのところで整理したのがこの文章ですから、直す必要があ

りますかねというのがまず１つ目の私の質問です。 

 ２つ目は、一方で、先ほど市長が言われていた子どもファーストではあるものの、やは

り財政負担はかなり重く出るということに関しては、どう受けとめていくのか、市民コン

センサスをつくっていくのかは、かなり重要です。私ども公民連携の世界においてもよく

出るんですけれども、定性的に言っていると、確かに財政効率をしないほうがいい。今の

既存サービスのままがいい。要は、施設の統合とかは反対がよく出るのです。でも、統合

しなかったら幾らのコストがかかって、統合したら幾らコストダウンできるんですよ、こ

の額を皆さん負担しますかということのコンセンサスをちゃんととっていくと、市民の方

たちは意外と冷静に判断されて、それだったら統合するしかないかなというご判断に行く

ようなケースも多々あります。 

 同時に、釈迦に説法ですけど、ここで財政負担が増になっていくのであれば、どこから

その財政負担の原資をつくりますか。何かを諦めないといけない。そこも踏まえて議論し

ていかないといけないんだと思います。これは今の六期長期計画・調整計画でも行財政で

書かれているのです。施策のときには財源もちゃんと踏まえたうえで議論していきましょ

うという方針は書き込ませていただきました。 

 こういう観点からすると、もし今回の財政負担の増となるのであれば、増加する予算と

いうかコストをどこから切り出してくるのか。市長としてどこから予算を持ってこようと

されているのか。そのあたりのイメージを教えていただけたらありがたいかなと思います。

これが２番目の質問です。 

 ３番目は、ちょっと分野を変えさせていただきますけれども、イーストエリア。長年あ

のまちに携わってこられた、また、まちづくりのプロの市長ならではのコメントを、なる

ほどと思って伺っておりました。 

 そのときに、市長に、これは質問というかご意見もいただきたいのですけれども、イー

ストエリアという観点で、最近激変が起きているかなと個人的に思っています。今のエリ
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アのちょっと外周部にいますけれども、要は同じなんですよ。吉祥寺というまちは非常に

人気が出て、地価が上がってしまったこともあって、安心で安全で健やかな生活環境がど

んどん脅かされてきている。これについてどう取り組んでいくのかが重要なのではなかろ

うかなと思っています。 

 具体的なことを申し上げますと、コミュニティの一員なので市長もご存じだと思います

けど、東町三丁目の大型マンションのプロジェクトが進んでいます。あのプロジェクトで、

周辺住民にとどまらず、美大通りを通行する園児、児童、生徒の安全で安心で健やかな住

環境、通学環境が今、極めて危険にさらされているのかなと思っています。住民の皆さん

で、まちづくり条例に基づいて必死になって彼らと今、調整もしくは議論をかけておりま

す。こういったときに、市役所の方たちにも相談しながら進めていくと思いますけれども、

このあたり、実は同じテーマな気がするんです。安心で安全で健やかな住環境をどう守っ

ていくのか。いわゆるまちの地価が上がってきて、人気が上がっただけに、新しいディベ

ロッパーが入ってきて大型開発等がされるという観点からすると、こういったことに対し

て市長はどのようなお取組みをされていらっしゃるのかということも最後にちょっとお伺

いしたいと思います。 

 質問は３点でございますが、よろしくお願いいたします。 

○小美濃市長 なかなか難しい質問だなと思いました。 

 １点目の、二中と六中の話なんですが、私はここには３年半続いたコロナ禍がすごく大

きな要素だったかなと思っています。 

 コロナ禍のときは、緊急事態宣言等々が出て、表に出ないでください、そういうことが

皆さんに言われて、実際に私、施政方針をつくるのですけれども、実は 12月 24日に選挙

が終わって 25 日から市長に就任したのです。その施政方針の基本姿勢の中もしくは最初

の部課長の訓示にこういう話をしました。「コロナは５類になったので、職員の皆さん、

もっとまちに出てくれませんか。そして、市民の皆様が今何を感じているのか、今何が市

内で起こっているのかということを肌で感じてください」というお話をさせていただきま

した。 

 これはどういうことかというと、この３年半の間、市の職員もあまり表に出る機会がな

かった。市民も、出る機会がなかった。そういうことが続いたおかげで、市民の方から、

市役所が遠くなったよねという声を多く聞くようになったのです。今回の二中と六中も、

その延長線上にある議論かなと思っておりまして、直す必要があるのかというのは、私は
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やはり地域の方々の話を聞かせていただいて、そう感じたのです。本来、コロナ禍がなけ

れば、市役所の職員はもっと丁寧に市民の中に入って、こういう計画があるけれども、ま

た、財政的にはこうなんだけれども、どうなんだろうかという議論をしていたと思います。

私は平成７年から市議会議員をやっておりますので、優秀な職員の皆様なら絶対そういう

ことをやっていたと思います。しかし、そういう機会がなかった。私が先ほどフライング

と言ったのはそこの部分なんです。そこの部分を飛ばして、合理性とか効率性というとこ

ろでの計画で先生方にお願いというのかな、こういう課題がありますという課題提起をし

たというところが、やはり少し欠けていたのかな。否定をしているわけではなくて、ここ

にはコロナ禍という大きな理由があったのではないかと思います。 

 結局、地域の皆さんが理解を示していない。確かに、おっしゃることもわかります。書

いてしまって、議論をしましょうというのもわかるのです。しかし、一番の受け手である

市民、地域の方々がそう感じなければ、ただ二中と六中の統廃合だけが何の説明もなくし

て入ってきてしまうのは、やり方としては、やはりちょっと行き過ぎなんじゃないのかな

と思っています。ここのところは、私はこれから令和６年、７年をかけて、地域の皆さん

にも意見をどんどん聞いて、最終的には学校整備基本計画に結びつけていきたいと思って

いるのですが、決して優秀な職員を批判したわけではなくて、いろんな理由があってそこ

の部分が抜けてしまったのだろう。いきなり文章として二中と六中というのが出てきてし

まった。地域は結構混乱していました。受け手がどう捉えるかということも大事なのでは

ないのかな。長期計画とか総合計画のようなものは、読んだ受け手がどう捉えるかという

ことも考えてやらなければいけないのかなというのは感じているところでございますので、

そういう観点も含めてご議論いただければと思っています。 

 ２番目はその続きになるのですが、そうなると、先ほど申し上げましたが、これから議

論を始めていくので、今、一回白紙にいたしました。だから、議論をする予算も実はなく

してしまったのです。 

 議論の行方によって、財政計画は変わってくるのかなと思っているのです。ただ、これ

だけは言える。築 60 年を迎える公共建築物がどんどん出てきますので、整備をしなくて

はなりません。それにかかる費用は莫大なものであると思っております。どこからどう持

ってくるかというのは、私は具体的に申し上げるだけの経験がまだありませんけれども、

これは慎重に、10 年後、20 年後を考えて計画を建てていかないと、大変なことになるだ

ろうというのは肌感覚として今持っているところでございます。これはむしろ中村先生に、
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どうしたらいいのかをぜひご教授いただきたいと思っています。 

 最後、イーストエリアの話と、私も住んでいる東町。あそこは本当に問題だと思ってい

ます。ご案内かもしれませんけれども、法政高校・中学校があったところでございまして、

そこが移転するときに、二丁目のマンション建設のときに大激論をしたところなんですね。

最終的には我々市民がつくった地区計画を提出させていただいて、それは通らなかったの

ですけれども、それを受けて修正したものを市役所がつくってくれた。今、あそこは 15

メートルしか建たないようになっています。そういう意味では、全体的なウエートとして

そんなに大きなものは建たないのかなと思っています。ただ、私のところにも今、新しく

美大のところにできるマンションの情報を市民の方が逐一寄せてくださいます。何とかな

りませんでしょうかという要望もいただいています。まずはこれから調整会があるでしょ

うから、それをしっかりと周知していきたい。民間の話ですから、市長が何か言うべきこ

とは、なかなかないのですけれども、しかし、これはということがあるならば、それは話

をしていかなきゃいけないかなと思っています。 

 これはマンションだけではなくて、昭和 50 年代に、いわゆる旧近鉄裏で環境浄化運動

をやったときも、時の議会や、時の市役所、市長が事業者に対して果敢に発言をしていっ

たということも聞いておりますので、私も今、14 万市民を代表する市長という職を預か

っている限り、安心、安全を脅かすようなまちづくりに対しては断固意見をしていきたい、

このように思っています。 

○委員長 ちょっと時間も押しているので、超手短に。 

○副委員長 小学校、中学校の統廃合のときは、建物複合化、高機能化を進めていきなが

ら財政支出の効率化を検討されるということでしょうか。 

○小美濃市長 そういうことも考えられると思っています。 

○副委員長 すばらしいアイデアだなと思いました。ありがとうございました。 

○委員長 それでは、次にＢ委員、ミュートを解除してください。 

○Ｂ委員 都市基盤を担当していますＢです。イーストエリア、パークエリアについて、

市長の問題提起は、ほぼ全面同意します。よく言ってくださったと思うんです。都市計画

は 10 年、20 年かかるので、今からどういう都市像を求めるかということを議論し始めな

いと、間に合わなくなってくるかなと思うんですね。そういう意味では、イーストエリア、

パークエリア、これからまちづくりをどうするか、検討を開始するということでいいと思

うんです。 
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 ただ、１点だけ、ご指摘の中で、駅近の駐輪場についてです。都市基盤というのはいろ

んなトレードオフがあって、こちらを立てるとこちらが立たないという関係で、どうバラ

ンスをとるかということが結局具体的な問題になるんですけど、ニーズをとったら駅近に

駐輪場が欲しい人はいっぱいいると思うので、じゃ、ニーズどおり、つくりますといって

も、今度は駐輪場だらけになってしまう。駅前の高い地価のところで駐輪場を本当につく

っていけるのか。そういう意味で、市長が考えていらっしゃる駅近の駐輪場の整備目標と

いうんですかね、それを具体的に、と言ってもしようがないんですけど、そういうことを

具体的に立てて、それを何とか努力目標として整備するということがゴールなのか。それ

とも、自転車駐輪場を外周のみにとるという方針そのものが硬直化しているんじゃないか

とか、もうちょっと柔軟にとれるところはとるほうがいいよという話なのか、どちらなの

か、１点だけお聞きしたい。 

○小美濃市長 私はどちらかというと、先生のおっしゃった後者です。特に、吉祥寺の地

価のすごく高いところに駐輪場だけをつくるのは、それこそ効率的にはあまりいい話では

ないと思っております。ただ、今までの外周部に駐輪場を置くという計画は、もう一つ、

実は民間の事業者にも、外周部に駐輪場をつくるように誘導していくという文章がついて

いたのです。それはやり過ぎだろうと。民間が近くに置けるんだったら、民間は商売でや

っておられますから、近くまで自転車で来ていただいて、自分のビルでお買い物をしてい

ただく。これは当然しかるべきことだと思っています。ただ、方針として外周部に持って

いくことまではやり過ぎだろうと思っているのが１点です。 

 あえてこれかから新しく土地を買って、駅の近くに駐輪場をつくりたいと言っているわ

けではなくて、そういったことまで排除するのはいかがなものか。先日つくった方針をも

う少し柔軟に考えるべきではないかということが１点です。 

 これをもう少し具体的にいいますと、実はいろいろ問題があって、駅前の一番近い駐輪

場を売り、新しく駐輪場予定地を買って、４階建ての駐輪場を建てたのです。１階、２階、

地下ぐらいまで入っているのですが、３階、４階はほとんど使われていない状況です。今

でも駅の近くに定期利用の自転車駐輪場があります。定期利用の自転車駐輪場の今の問題

点は交通対策でいろいろ考えてはくれているのですけれども、例えば学生さんの夏季休業

のときに定期利用はガランガランにあいてしまっているということがあります。また、サ

ラリーマンの方の定期利用も、一番使いたい日曜日に自転車駐輪場がダダーッと空いてい

るということがあります。 
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 今、もしすぐにできるとするならば、定期利用の自転車駐輪場は、それこそ外周部だと

か、もしくは 27 街区に新しく建てた３階とか４階とか屋上だとか、そういったところに

定期利用を持っていって、一時利用はできるだけ今の定期利用が使っている駅の近くに設

置していくということではないか。ただ、今は外周部に持っていきなさいという方針です

から、そういうこともなかなかままならない。具体的にはそういうことでありますが、大

きな方針としては、先ほど先生がおっしゃった後者のほうです。自転車駐輪場に関しては、

もう少し柔軟に、しかも適材適所。先ほどアーケードみたいなところ、隔地駐輪の外周部

は非常に合理的な話でもありますので、ご商売を考えたり、まちづくりを考えたときには

外周部でも私は結構だと思っております。柔軟に考えていただければと思っています。 

○Ｂ委員 よくわかりました。ただ、例えば３～４階がガラガラだったという駐輪場も、

今は割と埋まってきつつあるらしくて、自転車駐輪場対応の職員の方といろいろお話しし

たんですけど、かなりきめ細かい対応をしているんですね。その辺も含めて今後、市長の

おっしゃるような方向で検討したいと思います。 

 イーストエリアについては、コミセンの建てかえが私は１つの引き金になるかなと思い

ます。そういう意味で、これをどうするかということで、今後のイーストエリアをどう誘

導していくかということにもつながっていくかなと思います。 

 パークエリアについては、南口の広場の都市計画決定をしているんですけど、例えば完

全な答えを求める、井ノ頭通りのバス停を全部なくすとか、そういうことを言うと、あの

面積には入り切らないわけです。そういう意味では、ある程度、少しずつでも現実的に進

んでいきながら考えるというやり方をしないと、いつまでも都市計画決定のまま進まない

ということにもなります。そういう意味では、いろいろ具体的なことを考えながら、パー

クエリアについても考えていく。 

 その中で今回、公会堂の改修が基本設計までできて、この前、設計説明に行ったんです

けど、非常にいい設計内容でした。これは 20 年後の都市計画を考えるときの１つの引き

金になるかなと私は予感したのです。公会堂だけでものを考えるのではなくて、市長のお

っしゃるような、周りのマンションとか百貨店、そういうところも含めて面的に解決する

可能性があると思うのです。公会堂が 20 年後、次のちょうどいい節目が来る、そのとき

に、周りの民間の土地もちょうどいい節目になってくるのであれば、今から考えておけば、

そういう可能性もあり得るということが言えると思います。 

 その辺、今までアンタッチャブルで、都市計画を具体的に考えていくことをちょっとた
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めらっていたきらいがあった。活力とにぎわいのあるまちづくりとか、そういう抽象的な

言葉で濁してきたわけですけど、もうちょっとビジョンを持って議論しなきゃいけない時

期に来ていると思うので、市長の公約で検討を始めるということをおっしゃっていただい

たのは私としては非常にいいかなと思いました。 

○委員長 時間が来ていますが、ここだけは確認しておきたいことはありませんか。要は、

市長の公約でもあるんですけど、論点集をベースに、僕たちは今日、市長から諮問を受け

て、修正するところは修正する。書き込めるところは書き込んで、それを答申とするとい

うのが私たちの今日受けたミッションです。 

 ほかに何かありますか、皆さん。 

○Ｃ委員 再度確認したいのですが、病児や産前のタクシー利用についてです。これは、

１歳までということに区切ることであったり、レジャーには使わないで一定程度制限をつ

けるということだったのですけれども、ここの制限をつけようとされる理由を伺いたかっ

たのです。都の制度ですけれども、シルバーパス、70 歳以上のパスは、用途は別に問わ

れない。私は、個人的な考えとしては、そういった制度をつくるのであれば、子育て対策

であったり、少子化対策になるかわからないですけれども、そういった対策の範疇であれ

ば、制限はつけないほうがいいのではないかと私は考えます。市長は、つくるとしても、

制限をつけたいとおっしゃっていた理由をお願いいたします。 

○小美濃市長 シルバーパスみたいに全てに使えるという考え方ももちろんありますので、

そこはそこで議論していただければと思います。そうなるのが一番いいのです。ただ、や

はりこれには中村先生も先ほどおっしゃったとおり、財源が必要になってきます。これは

どこかで区切りをつけないと、産前から１歳ぐらいまでのお子さんの区切りの根拠もなく

なってしまいます。やたらめったら使えるという話になってしまいますと、市の持ち出し

がどういう感じになるのかな。 

 先ほど福祉という話を私がしたのは、福祉であるならば、これは市のサービスとしてで

きるのであろう。であるならば、ある程度、支出をする目的がそこに存在しますので、市

民にも説明がつくのではないかということで、例えば健診だとか病気だとかというふうに

区切ってしまうことによって、財政的な部分が少し担保できるかなと思っていたのです。

僕の頭の中は最初レモンキャブ、「レモンキャブ」イコール「福祉」でした。そこからの

延長で、ただ、それがさほど財政面もかからない、しかも、もっともっと自由に使えるこ

とによって子育て支援につながるんじゃないかという話になってくるんだったら、それは
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それでものすごくウエルカムな話です。レモンキャブから始まった思考なので、そうなっ

てしまったということでございます。 

○Ｃ委員 承知しました。それを踏まえて委員会の中で意見をさせていただきたいと思い

ます。 

○委員長 ほかは大丈夫ですか。 

○Ｄ委員 今までの議論でもあったのですけれども、私も今回の論点シートを拝見して、

どれも我々が昨年やっていた調整計画で読み取れるのかなと思っていたのですけれども、

今のお話を聞くと、読み取れなくもないけれども、もっと議論したほうがいいんじゃない

かという諮問だと思いますので、それは受けとめました。 

 １点だけ、ご質問と感想です。自転車のことについて、今のお話ですと、高齢の方が駅

から遠いとまずいよねということだと思うんですけれども、それは吉祥寺のみならず、三

鷹でも武蔵境でもそうだと思うんです。これはあくまでも吉祥寺の話ということでよろし

いのかという質問でございます。 

○小美濃市長 庁内会議の議論の中で、これは吉祥寺に限った問題だよねとまとまった気

がしたので、こういうふうに書かせていただいたのです。先ほど 27 街区の自転車駐輪場

ビルの話をしましたけれども、あれは外周部に持っていったわけです。詳細については事

務局より説明いたします。 

○交通企画課長 三鷹と武蔵境駅については、既に駅の近くに一定数の駐輪場があるとい

うことです。吉祥寺については、市長から先ほどご発言がありましたように、選挙が行わ

れるその前の時点で、駅の近くにあった駐輪場を売って、外周部の大きな駐輪場に集約化

した。そういうタイミングと選挙がちょうど重なったということもあって、イーストエリ

アのまちづくりと関連して駐輪場の配置についてテーマに挙がっているという認識でござ

います。 

○Ｄ委員 最後に、美大通りの件は、私もＰＴＡ会長で、うちの息子の通学路ですので、

ぜひよろしくお願いします。 

○委員長 ほか、皆さん、よろしいですか。副市長も、行政のトップというだけじゃなく

て、今は策定委員側です。いいですか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 私は一連の議論を聞いていて、副委員長が最初に言ったように、僕たちは長期計画・調

整計画を頑張ってつくったわけです。この冊子の 67ページには、「第二中学校と第六中学

校との統合の要否と」で「否」も書いてあるのです。「その後の第六中学校跡地への第二
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小学校移転配置の可能性の有無」で「無」というところも入っているのです。「教育面を

第一に様々な観点から課題を検討し、関係者の意見も聞きながら方針を決定して、事業を

進める」と書いてあるので、見方によってはまさに市長の公約はそのまま読み取れるんで

すけど、今回私たちは市長からの熱い思いを受けて、ゼロスタートで議論をもう一度ちゃ

んとやって、しっかり考えていきましょう。結論として、「要否」の「否」を選ぶとか、

「有無」の「無」を選ぶというふうに僕たちは動かないかもしれませんけど、やはり一番

大事なのは、教育面を第一に、様々な観点からこの委員会では検討していくというところ

だと心得ましたが、市長、それでよろしいのですね。 

○小美濃市長 先ほども少し申し上げたのですけれども、コロナ禍で、この二中と六中が

出る前に、地域との議論があまりにもされていなかったので、そこが私は一番大事なんじ

ゃないかと思うんです。だから、ここだけの議論で有とか無をされてしまうと、また同じ

議論が地域の中で盛り上がってしまうので、ここは半年しかない話ではありますが、今ち

ょうど所管課が地域に入って様々な情報交換や情報共有をしております。そことのキャッ

チボールをしていただく。学校は地域の核でもありますので、地域の方々の思いがそこに

入らなければいけないんだろうなと私は思うんですね。当然、効率的とか財政面は大事な

んですが、一番大事なのは地域の理解とかそういうところだと思っております。特に、学

校に関してはデリケートな話でございますので、慎重によろしくお願いしたいと思います。 

○委員長 わかりました。今のご説明は明快でして、私たちは、「関係者の意見も聞きな

がら」という文面から、市長のお考えは当然読み込めるだろうと思っていましたが、地域

の意見、特に、子どもを抱えている人たちだけではなくて、ＯＢの意見や、住んでいるコ

ミュニティの意見を最大限に尊重しながら、これから事業を進めるように、必要に応じて、

長期計画は、書き変わっていくと思います。 

 ほかはよろしいですか。 

 市長の意見については、非常にクリアに伺えたし、議論すべき論点についても市の職員

が見事なものをつくってくださったので、今後、私は安心して委員長ができます。ただ、

どこまで書き込めるか、客観性といろんなところについては、必ずしも市長にご満足いた

だける答申ができるかどうかはわかりませんが、頑張っていこうと思います。よろしいで

すか。 

 Ｅ先生、最後に一言。 

○Ｅ委員 例えば、作成した答申が市長のほうでご満足いただけないときにはどのような
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手続になるのかだけ伺っておいても良いでしょうか。 

○小美濃市長 もちろんです。 

○Ｅ委員 二中、六中のところで、白紙に戻すと、私の捉え方としては割合アグレッシブ

におっしゃった点についてです。地域の人たち、二中、六中の当事者の方々が不安に思っ

ていらっしゃるのはすごく理解できます。それを聞かされていなかったとか、事前に説明

されていないというのは、具体的に動き出して、いろいろなところで調整して、ご意見を

聞きながら、それはだめだよという結論にもなるのではないかという話は、策定委員会の

ときにもありました。それは決まったことではなくて、こういう案もあるということを提

示して、個々の地域に持っていって、そこでディスカッションして、それはやっぱり受け

入れられないし、そんな考え方はおかしいのではないかという議論にのせましょうという

たたき台を提示しましょうという話であると私どもは理解して、この文章をなるべく齟齬

のないように整えたつもりでしたので、もし私たちがまたそういうものをつくった場合に、

市長の考えとして、それは僕としては納得できないと市長さんがおっしゃった場合には、

もう一度、どの段階でやり直すのでしょうか。 

○委員長 この点は明快でして、企画調整課から補足があると思いますけど、私たちは、

特に市長に忖度する必要はなく、今日、市長から受けた諮問に対して答申をすればいいと

いうことです。 

○企画調整課長 おっしゃるとおりなんですけれども、基本的には計画決定の裁量がこち

らにはあるのですが、これまで答申に対して基本的には尊重してきているというところは

十分ご理解いただければと思います。 

○小美濃市長 僕は現場の声を聞いてお話をしている。ひょっとするとそこでギャップが

生じているのかもしれませんが、この文章をそのまま読んで「無」があると思った人は地

域の中にはほとんどいませんでした。もう進むんだろうという、極端な話、ほぼ反対でし

た。私は市長選挙を迎えるにあたって、この計画をそのまま進めるわけにはいかなかった

ので、一旦白紙に戻しますという公約を挙げさせていただいたんですね。 

 何度も申し上げさせていただいて大変恐縮なんですけれども、卵が先か鶏が先かの議論

に似ているかもしれませんが、書いてから議論するのがいいのか、ちゃんと議論してから

書くのがいいのか、これは慎重にやっていただきたいと思っています。地域の方々は相当

混乱していました。これは政治家として私は肌で感じたので、そういう判断をさせていた

だいて、そういうことを公約に掲げさせていただいたのが、ひょっとしたら皆さんの賛同
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を得たのかもしれません。それで市長を今やらせていただいております。公約は公約とし

て、白紙は、先ほども言いましたけれども、中止とか廃止ではなくて、一旦議論をゼロに

戻しましょうということでございますので、書きっぷりがどうなるかはこれから大変ドキ

ドキするところではございますが、しっかりと受けとめさせていただいて、その際には地

域の声もよく反映させていただければと再度お願いさせていただきます。 

○Ｅ委員 ありがとうございます。頑張ります。 

○委員長 僕たちは諮問に対して、答申すればいいんです。 

 ほか、よろしいですね。 

 あと、これも読み取り方だと思うんだけどな。難しいです。ただ、市長の熱い思いがよ

くわかりましたので、初回の議論としては非常によかったと思います。 

 それでは、次の進行をお願いします。 

 

  （８）その他 

○企画調整課長 「その他」で連絡事項がございます。 

 １点目、今日もハイブリッド形式ではあったのですが、マイクで非常にお聞き苦しい場

面もありまして、大変失礼いたしました。正副委員長からは、前回の経験上、事前にいろ

いろご指摘は受けていて、こちらのマイクとスピーカーの更新がなされていなかったので、

ちょっとお聞き苦しいところがあったと思います。次回以降はオンラインという形になる

ので、こういう場面はないかと思うのですが、今後のためにこの機器は更新をかけていき

たいと思います。大変失礼いたしました。 

 もう一つが、先ほどの議論の中でありました、テーマ３の学校改築の関係です。今、体

制表の中には箕輪委員の名前のみですが、今回、副委員長も入っていただく形になりまし

たので、次回の体制表で更新をかけさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 最後、次回の会議の日程の共有をさせていただきます。 

 第２回策定委員会につきましては、８月13日（火）、18時から。今度はオンラインで実

施という形になりますので、どうぞよろしくお願いします。 

 内容につきましては、本日ご欠席の箕輪委員もご参加予定でございますので、今、学校

改築の話もありましたが、今、一方的な受け答えしかできていない部分がございます。今

日の内容を箕輪委員に共有したうえで、再度ご質問もあろうかと思いますので、冒頭、市
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長の意見交換の続きを行わせていただいた後に、各テーマについてもう少し深い議論をし

ていただきたいと思っているところでございます。 

 また、会議の後半には、教育委員との意見交換ということで、こちらは 45 分ぐらい設

けてございます。これも学校改築中心になろうかと思いますけれども、どうぞよろしくお

願いしたいと思います。お盆の時期で大変恐縮ではございますけれども、引き続きどうぞ

よろしくお願いします。 

 以上でございます。 

○委員長 次回も、冒頭の部分だけだけど市長の思い入れをまた聞けるということですね。

それはよかったです。 

 それ以外では、僕たちは、その後は個別に調整計画を練っていきます。ここを変えよう

とか議論し、今後は、第二次調整計画を作っていきますが、それ以外に、今後、市長から

のフィードバックがかかるのはいつですか。 

○企画調整課長 予定はこれから設定をさせていただきいと思いますが、計画案の公表と

か、その辺のタイミングで市長とフィードバックできる場を設けさせていただきたいと思

います。またご相談をさせていただきたいと思います。 

○委員長 今日はこんなところで、皆さん、ほかはよろしいですか。 

 リモートで参加の先生も、今ここにいるような感じですね。事務局、今回の見事な運営

について、頑張ってくださってありがとうございます。今後はほかの人たちが、武蔵野市

民の１万人ぐらいが、リモートから見られるような運営体制を整えてください。それもお

もしろいと思います。 

 それでは、これにて第１回策定委員会を終了させていただきます。お疲れさまでした。 


